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下水道使用料の改定について、箕輪町下水道運営審議会での審議・
答申に基づき、下水道使用料の改定（案）を作成しました。この改
定（案）について、パブリックコメントを実施します。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                   

箕輪町役場  水道課 プレスリリース 

令和 6 年１１月２６日 発信 
箕輪町 

 

 ■意見の募集期間 

令和６年 11 月 26 日（火）～令和６年 12 月 27 日（金）午後５時まで 

■閲覧方法 

  箕輪町ホームページ又は箕輪町役場水道課（庁舎１階） 

 ■提出方法及び提出先 

  次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。 

  ア．郵送    ：〒399-4695（住所記載不要） 箕輪町役場 水道課あて 

  イ．ファクシミリ：0265-79-0230 

  ウ．電子メール ：suido@town.minowa.lg.jp 

  エ．申請フォーム：箕輪町ホームページ参照 

  オ．持参    ：箕輪町役場水道課（庁舎１階）開庁日（祝日、土、日を除く） 

   

添付資料 有  無 

水道課 水道管理係 

（課長）藤澤 康也 （担当）小林 学 

電話：0265-79-3173（内線）1675 

FAX：0265-79-0230 

E-mail:suido@town.minowa.lg.jp 

「下水道使用料改定（案）」 

に対する意見募集について 

 


